
号

　令和３年 １ 月 ２０ 日

四日市市長　　森　智広

都市整備部　道路管理課

四日市市告示第 １１

　道路法(昭和２７年法律第１８０号)第８条の規定に基づき、次の市道の路線を認定する。

　なお、その関係図面は、四日市市都市整備部道路管理課において、一般の縦覧に供する。



（認　　定）

整　理 起　　点

番　号 終　　点

茂福町

茂福町

石塚町

石塚町

高花平五丁目

高花平五丁目

東坂部町

西坂部町

大矢知町

大矢知町

大矢知町

大矢知町

大矢知町

大矢知町

大矢知町

大矢知町

大矢知町

大矢知町

下之宮町

下之宮町

松寺一丁目

松寺一丁目

大矢知町

大矢知町
12 大矢知128号線

9

石塚25号線

7 大矢知125号線

8

下之宮24号線

東坂部67号線

大矢知126号線

11 松寺40号線

10

大矢知123号線

大矢知127号線

大矢知124号線

路線名

6

3

4

高花平62号線

茂福70号線

5

2

1


